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▽ �問い合わせ　住民係（☎２２３局３５３１）

②

令和２年１月から

コンビニ交付をはじめます！

　令和２年１月６日月から、マイナンバーカードがあればコンビニエンスストア（以下コン
ビニ）などのマルチコピー機を利用して、各種証明書を取得できるサービスを始めます。

取得できる証明書
１通あたりの
手数料

対 象 発 行 時 間

住 民 票 の 写 し ３００円 芦屋町に住民票がある人
午前６時 30分～午後 11時
※ �12 月 29 日～１月３日とメン
テナンス時は利用できません。

印鑑登録証明書 ３００円 芦屋町に住民票がある人
で、印鑑登録をしている人

所得課税証明書 ３００円 該当年度の１月１日現在、
芦屋町に住民票がある人

戸 籍 の 謄 抄 本 ４５０円
芦屋町に本籍がある人

午前９時～午後５時
※�土日祝日を除きます。
※ �12 月 29 日～１月３日とメン
テナンス時は利用できません。戸籍の附票の謄抄本 ３００円

★使用上の注意事項
① �15 歳未満の人、マイナンバーカードに利用者証明用電子証明書
の機能をつけていない人は利用できません。

②�コンビニ交付では無料交付はできません。使用目的により証明書
の無料交付を希望する場合は、提出先と使用目的が分かる資料を
持参し、役場窓口で手続きを行ってください。

③コンビニで取得した証明書の差し換えや返金はできません。

★証明書ごとの注意事項

種 類 注 意 事 項

住 民 票
死亡者や転出者、交付制限を申請している人は発行できません。
個人番号（マイナンバー）入りの住民票は発行できます。
住民票コード入りの住民票は発行できません。

所得課税証明書
死亡者や転出者、交付制限を申請している人は発行できません。
申告をしていない人には発行できません。
過去の証明書は発行できません。

戸 籍

町に住民票がない人が戸籍謄（抄）本や戸籍の附票の写しを発行する場合、事
前にコンビニなどのマルチコピー機かパソコン（ＩＣカードリーダーが必要）か
らインターネットで利用登録が必要です。なお、登録には１週間ほどかかります。
除籍や改製原戸籍は発行できません。

★対象店舗
　セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップなど（マルチコピー機が設置されている
店舗のみ）
※詳しくは、芦屋町コンビニ交付ホームページで確認してください。
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住民基本台帳の閲覧状況の公表
　住民基本台帳の閲覧が下表のとおりありましたので、住民基本台帳法の規定により公表します。
【閲覧状況】平成 30年 11月１日～令和元年 10月 31日

▽ �問い合わせ　住民係（☎２２３局３５３１）

閲覧年月日 閲覧申請者 委託者 閲覧事由 閲覧の範囲

令和元年５月28日 一般財団法人�新情報センター�
事務局長　平谷　伸次

広島修道大学
学長　三上　貴教 調査研究 高浜町６番に在住する20歳～

79歳の男女20件

令和元年８月28日
株式会社日本リサーチセンター
代表取締役社長　鈴木　稲博

日本銀行　情報サービス部
局長　中川　忍

生活意識に
関するアン
ケート調査

高浜町、中ノ浜、西浜町に在
住の 20歳以上の男女 15件

③

◦�町長への手紙やご意見箱は、町民の皆さんの声を町政に反映させるためのものです。
まちづくりの提案や意見、日常生活の中で感じていることをお寄せください。

◦�町長への手紙やご意見箱は、必ず町長が目をとおし、個人のプライバシーや利害に
かかわるもの以外は、差出人へ返事を送ります。できるだけ、名前と住所
などを記入してください。
　なお、誹

ひぼうちゅうしょう

謗中傷の類
たぐい

は受け付けません。
△

町長への手紙（用紙）の設置場所
　�役場、町民会館、中央公民館、山鹿公民館、芦屋東公民館

△

ご意見箱
　�芦屋町のホームページにある「ご意見・ご提案」から送ることができます。

�

町長への手紙・ご意見箱
　芦屋町では、「まちづくりは町民全員が協働してつくるもの」と考え、町政への提案
や意見などをいただく「町長への手紙」と、「ご意見箱」があります。今回は、いただ
いた町長への手紙・ご意見箱の中から抜粋して紹介します。
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△ �

問い合わせ　広報情報係（☎２２３局３５６９）

通学定期補助の対象を
広げてほしい

　西鉄バスの得パスを通学に利用しています。
通学定期にあたらないとの理由で除外されまし
たが、通学で使用していることに変わりないの
で対象としていただけませんか。（40歳代・女性）

要 通学用と明記していないため
対象外となります。

　芦屋町高校生等通学費補助制度は、その対象
を「通学用定期乗車券」と定めており、今回の
得パスは通学用と明記していないため、対象外
となります。� （学校教育課回答）

答

要

令和元年度より、対象者へ通学費年額２万円を補助することになりました。
定期券の半額補助を受けていない高校生などの保護者を対象に通学費を補助します。
詳しくは 12月１日号の広報あしやに掲載していますのでご確認ください。


